
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の

規

則

は
、

群

馬

県
埋

蔵
文

化
財

調

査
セ

ン
タ

ー
の

設
置

及
び

管

理
に

関
す

る
条

例

（
昭
和
五
十
五
年
群
馬
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
の
委
託
）

第
二
条

条

例

第

五

条
の

規

定

に
よ

り
、

群
馬

県

埋
蔵

文
化

財
調

査
セ

ン
タ

ー
（

以

下
「

セ
ン

タ

ー
」

と
い

う
。

）
の

管
理
に

関
す
る

事
務
を

公
益
財
団

法
人
群

馬
県
埋

蔵
文
化

財
調
査
事

業
団

（
以
下
「
法
人
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
考
古
資
料
等
の
貸
付
け
）

第
三
条

セ
ン
タ
ー
の
保
管
に
係
る
考
古
資
料
及
び
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
研
究
資
料
（
以
下
「
考
古

資
料
等
」
と
い
う
。
）
は
、
群
馬
県
立
教
育
機
関
、
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
文

化
的
活
用
の
た
め
の
公
開
の
用
又
は
教
育
の
用
に
供
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
貸
付
け
申
請
及
び
承
認
）

第
四
条

考
古
資
料
等
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
考
古
資
料
等
貸
付
承
認
申
請
書
（
別

記
様
式
第
一
号
）
正
副
二
通
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
考
古
資
料
等
貸
付
承
認
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、

こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

考
古
資
料
等
の
貸
付
け
の
承
認
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
考
古
資
料
等
貸
付
承

認
申
請
書
の
副
本
に
承
認
印
（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
押
し
、
こ
れ
を
考
古
資
料
等
の
貸
付
け
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
管
理
に
関
す
る
指
示
等
）

第
五
条

知
事
は
、
貸
付
け
に
係
る
考
古
資
料
等
の
管
理
に
関
し
必
要
な
指
示
を
す
る
と
と
も
に
、

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
管
理
に
つ
い
て
指
揮
監
督
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
の
取
消
し
）

第
六
条

知
事
は
、
考
古
資
料
等
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

当
該
貸
付
け
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

考
古
資
料
等
を
毀
損
し
た
と
き
。

二

貸
付
目
的
外
の
用
に
供
し
た
と
き
。

三

管
理
に
関
す
る
指
示
等
に
従
わ
な
い
と
き
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
が
自
己
の
用
に
供
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、

当
該
貸
付
け
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
損
害
賠
償
）

第
七
条

貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
、
考
古
資
料
等
を
毀
損
又

は
滅
失
し
た
と
き
は
、
知
事
の
指
示
に
従
い
、
そ
の
負
担
に
お
い
て
こ
れ
を
賠
償
し
、
又
は
修
復

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
考
古
資
料
等
の
利
用
）

第
八
条

考
古
資
料
等
は
、
学
術
研
究
等
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
セ
ン
タ
ー
内
に

限
っ
て
、
こ
れ
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
利
用
の
申
請
及
び
承
認
）

第
九
条

考
古
資
料
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
考
古
資
料
等
利
用
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式

第
三
号
）
正
副
二
通
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
考
古
資
料
等
利
用
承
認
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、

こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

考
古
資
料
等
の
利
用
の
承
認
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
考
古
資
料
等
利
用
承
認

申
請
書
の
副
本
に
承
認
印
を
押
し
、
こ
れ
を
考
古
資
料
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
交
付
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
十
条

考
古
資
料
等
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
考
古
資
料
の
保
管
委
託
）

第
十
一
条

県
内
の
市
町
村
の
所
有
又
は
保
管
に
係
る
考
古
資
料
に
つ
い
て
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
市
町
村
教
育
委
員
会
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
長
が
文
化
財

の
保
護
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

長
。
以
下
同
じ
。
）
の
申
出
に
よ
り
、
そ
の
保
管
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

考
古
資
料
を
保
管
委
託
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
教
育
委
員
会
は
、
保
管
委
託
申
込
書
（
別
記
様

式
第
四
号
）
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
現
品
の
搬
入
と
引
換
え
に
、
保
管
受
託
書
（
別
記
様

式
第
五
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
託
考
古
資
料
の
取
扱
い
）

第
十
二
条

保
管
の
委
託
を
受
け
た
考
古
資
料
（
以
下
「
受
託
考
古
資
料
」
と
い
う
。
）
は
、
セ
ン

タ
ー
の
保
管
に
係
る
考
古
資
料
と
同
様
の
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

受
託
考
古
資
料
は
、
委
託
市
町
村
教
育
委
員
会
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
セ
ン
タ
ー
に
や

む
を
得
な
い
理
由
が
生
じ
た
と
き
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
託
考
古
資
料
の
免
責
）

第
十
三
条

天
災
地
変
そ
の
他
不
慮
の
事
情
に
よ
る
受
託
考
古
資
料
の
損
害
に
対
し
て
は
、
そ
の
責

め
を
負
わ
な
い
。

（
補
則
）

第
十
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事

の
承
認
を
得
て
法
人
の
理
事
長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号
）
に
よ
る
廃
止

前
の
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五

十
五
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
教
育
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ

の
他
の
行
為
又
は
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
教
育
長
が
し
た
承
認
そ
の
他

の
行
為
で
、
同
日
以
後
は
知
事
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
知

事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
又
は
知
事
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
て
、



こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。



別記様式第１号（規格Ａ４）（第４条関係）

考古資料等貸付承認申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住 所

団 体 名

代表者氏名

電 話 番 号

次のとおり、考古資料等を借り受けたいので、承認してください。

物 件 名

使 用 目 的

貸 付 希 望 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま で

貸付けを受けた後の所在場所

申 請 の 理 由

そ の 他 参 考 と な る 事 項

※

承

認

条

件

承 注 ※印欄には、記入しないでください。

認

印

欄



別記様式第２号（第４条、第９条関係）

承 認

年 月 日 ３センチメートル

群馬県埋蔵文化財

調査センター



別記様式第３号（規格Ａ４）（第９条関係）

考古資料等利用承認申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住 所

氏 名

電 話 番 号

次のとおり、考古資料等を利用したいので、承認してください。

物 件 名

利 用 目 的

年 月 日 時 分 か ら
利 用 希 望 期 間

年 月 日 時 分 ま で

申 請 の 理 由

そ の 他 参 考 と な る 事 項

※

承

認

条

件

承 注 ※印欄には、記入しないでください。

認

印

欄



別記様式第４号（規格Ａ４）（第１１条関係）

保管委託申込書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住 所

団 体 名

代表者氏名

電 話 番 号

次のとおり、考古資料を保管してください。

物 件 名 数 量 特 記 事 項

保 管 希 望 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま で

条 件



別記様式第５号（規格Ａ４）（第１１条関係）

保管受託書

年 月 日

様

群馬県知事 印

次のとおり、考古資料を確かに預かりました。

物 件 名 数 量 特 記 事 項

保 管 希 望 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま で

条 件


